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方針

1

2

オ Ｂ

障害者の親からの親亡き後の入居施設の整備を、という話は切実なものであると感じた。所管課もその思い、希望を
十分認識し、施設整備をできるだけ早く目指していく意欲は感じたが、実際の整備の進捗は厳しい状況である。
また、計画に基づいてさまざまな事業があるが、利用者のニーズに合っているのか年度評価を通して検証していた
だき、改善が必要なものについては改善していっていただきたい。

カ Ａ

総体としては、計画に基づき、区民ニーズにこたえて課題に取り組みながら多岐にわたる事業を誠実に推進している
と評価できるため、評価としては「概ね展開している」とする。
一方、２０２０オリンピック・パラリンピック大会以降、障がい者の社会参加やそれに対する理解は横ばいとなっている
と分析し、社会参加の環境整備と区民の理解促進を進めていく必要があるとしているが、具体的な内容がややはっ
きりとしなかった。

２　施策の評価
②区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えた取り組みを展開しているか

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

障害者は、当然、居住する地域、自治体（区）での生活支援を受けたいと考えることが前提とされている。支援体制
の調査等を通じて不十分な点を確認し、修正を講じる必要性については、自覚を持って対応していると思われる。ダ
イバーシティ、ノーマライゼーションの醸成を図るための教育の実践、社会システムとしての法制度（障害者雇用促進
法、障害者差別解消法）を前提とした取り組みの強化といった認識は充分になされているので、具体的な仕組の展
開状況や効果の検証に重点を置くことが求められる。

オ Ｂ

待機者が発生しており、所管課としては、施設、特に重度障害者対応のグループホームの整備は喫緊の課題と
捉えている。しかし、進捗が遅れており、早急に計画が策定されることを希望する。
また、基幹相談支援センターの設置は7年度に延期となったが、23区では既に設置を終えた区がほとんどであ
り、設置が遅れていることを残念に感じた。

カ Ｂ

指標だけをみれば確かに達成されているが、利用を希望しながら叶わない人々の数が把握されていないことに
ついては、その把握に向けて今後工夫を行うべきである。また、外部委員とのやりとりのなかで、区外や都外の
グループホームに滞在する障がい者の方々が一定数存在することがわかった。身近な地域で住み暮らせること
が障がい者福祉の基礎であるので、定員数が増加していることは評価できる一方、こうしたことを課題として受け
止めて解決のための手段を積極的に講じていくことが必要なのではないか。会議の場でも提案したが、空き家
の活用や、公営住宅の活用などの方法についても、今一度検討してほしい。

カ Ａ

就労が進んで目標値に近づいていることは、就労支援センターや医療機関、保健所、ハローワークの連携によ
るものであり、また企業側の理解が進んでいるためだと評価できる。
ただし「成果と課題」に「障がい者への理解促進は概ね順調に達成できている」としてあるが代表指標の「障が
い者が社会参加しやすいまちだと思う区民の割合」は25％にとどまっているなど、必ずしもそうとは考えられない
面もある。雇用にしても、施設整備にしても、教育の場面にしても、障がい者に対する理解はその基盤となること
であり、理解を広げ深めていただくための方法には一段の工夫が望まれる。特に広報手段については、内容の
充実と強化が必要である。

エ Ａ

障害者グループホームについては、民間事業者による整備が進められ、一定の結果を得ている。ただし、重度
障害者のグループホームでは、民間事業者による整備が難しいことから進んでいない状況にある。行政として
は、整備地の確保に向けた積極的活動や区立施設の拡充を図るための大規模改修を早期に実現することが
求められる。基幹相談支援センターの設置においては、地域生活支援拠点ごとのサービス提供の充実が前提
であり、併せてネットワークの構築も検討する必要がある。

エ Ａ

医療的ケア児童支援、障害者意思疎通支援では、支援内容の充実、拡大を図っていることが認められる。障害
者の実態調査を踏まえ、障害者計画の策定を講じることについても、一定の評価ができる。就労・生活支援セン
ターを通じて一般就労した人数は堅調に伸びているが、伸び率は減少傾向にある。要支援者の数が着実に減
少しているのであればいいが、取り組みの存在や利用方法の不知などによって要支援者が取り残されないよ
う、積極的なサービス提供が実現できる組織・運営が必要である。

オ Ｂ

障害者計画、障害福祉計画等に基づき、さまざまな事業が行われているが、年度評価、分析を適切に行い、改
善点などを明確にする必要があると感じた。
また、障害者への理解促進については、関連指標がないため評価が難しい。「概ね順調に達成できている」と
あるが、事業を計画どおり行い反応がよかったから区民全体の理解が進んだ、という結論には必ずしもならない
のではないか。理解促進については、子供の頃の経験が非常に重要と思われ、インクルーシブ教育の推進に
ついては評価したい。

外部評価委員会による評価（未定稿）

１　取組方針の評価
①成果向上のための課題把握、取り組み状況は適切であるか

委員 評価 評価の理由
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≪参考≫　外部評価モニターの評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 無回答 計

※評価にかかる意見は92頁参照 3人 7人 5人 0人 0人 15人

その他

・事業を着実に進められていることはとても大切であり、区職員の方々の誠実さを感じる。一方で、難しいとされている課題の解決に
は、これまでなかった、あるいは用いてこなかった行政手法の創造と実施が求められている。従来の枠組みを越えた取り組みにトライし
ていただくことを望む。
・あと１点、「障害者」の表記については、後期長期計画策定に際して、見直しも含めた議論を行っていただければと思う。ここではその
問題提起の意味をこめて「障がい者」と記載させていただいた。

オ Ｂ

課題把握はできていると思うが、どう実績に結びつけていくかについて、全体的に不足しているという印象を受けた。
施設を整備することが容易ではないことは承知しているが、重度障害者のグループホーム整備は喫緊の課題とのこ
とであり、できるだけ早く道筋をつけられるように期待したい。
施策全体として、今後年度評価を充実させ、要改善点をタイムリーに事業に反映していけるよう体制を構築していっ
ていただきたい。

カ Ａ

設定された指標は全体の事務事業の一部であるとともに、各取組方針との整合性が今一つ明確でない面もあるが、
全体としては努力の積み重ねのうえに事務事業を進めている。
しかし広報活動や施設の整備など今回議論をさせていただいた箇所については、目標の設定の意味や、目標に反
映しきれないリアルな課題について分析を深めてスピード感をもって対応していただくことを望む。

④施策の総合評価

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

「障害者が社会参加しやすいまちだと思う区民の割合」の目標値が33％となっているが、障害者本人や家族・関係
者に障害者がいるかなど、回答にはかなりの差異が考えられる。しかしながら、少なくとも50％（2人に1人）は肯定的
な意見を持ってほしいところである。そのためには、障害者が参加しやすいまちづくりに止まらず、障害者が自然に
社会参加しているまちづくりといった観点から取り組みを評価できるようにすれば、障害者以外の人も客観的に評価
しやすくなると思われる。取り組みの視点を一般的なものにすることを考えてみる必要もある。

オ Ａ

今後の方向性としては、グループホーム整備について調整を進める方向性は妥当と考えるが、問題はどのようにで
きるだけ早急に整備していくかであると思われる。
障害理解には、子供の頃からの教育が重要であると思われ、学校等でのインクルーシブ教育など障害理解への啓
発を行っていくことに、今後も力を入れていっていただきたい。

カ Ａ

事業全体の枠組みについては、関係団体や地域の人々、民間事業者の方々などとしっかりと協力しながら維持し、
努力を積み重ねてきていることが認められるためA評価とする。
一方で、施設整備のための用地や空間の確保のために、都市計画的な手法や、あるいは住宅政策との連携など、
区役所内部や東京都、URなどとの連携をもっと積極的に行うべきとの問題提起を改めて記させていただく。

③計画推進の視点（協働・SDGｓ・ICT）を踏まえ、今後の方向性は妥当か

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

障害者支援では、障害者に対してのサポート体制を検討することが通例であり、体制の側の役割が意識される。この
ような意識からすれば、各種取り組みについては、少なからず妥当性を認めることができる。一方、障害者は「障害」
という個性を有する共同体メンバーであることから、障害者という点に焦点を当て過ぎることなく、誰もが住みやすい、
暮らしやすい環境を整えることが究極の取り組みになると思われる。個別の取り組みが社会全体の幸福度を高めて
いるかなど、総合的に検討することも必要である。
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方針

1

2

3

ウ Ａ

認知症患者や障碍者を支える活動や課題は、専門的な第三者（中間支援組織等）の介入によって、近年は地
域社会においてかなりの事例件数が表出されるようになってきたと感じている。目標指標に相談件数を掲げて
おり、わかりやすい半面、これら相談窓口や専門機関にかかるまでのプロセス、つまり個人や家庭の悩みを解
決すべき問題として当事者らに認識してもらい、家庭の外へ表出化し、相談機関につなげるまでのプロセスが
非常に重要で介入・支援が難しいと感じている。
専門機関につながる前のプロセスにこそ、地域福祉の包括的な支援が重要で、問題を抱える当事者の生活に
より近い存在が行政人材としても地域人材としても重要であり、フォーマル・インフォーマルを上手につなぐ中間
支援に期待したい。

ア Ａ
指標の推移を見る限り、目標値に向けて前進しており、相談窓口の周知や事業説明会の実施等が効果をあげ
ている様子が窺える。今後、さらなる高齢化の進展に伴い、より多くの問題が生じる可能性が高いことから、一層
の工夫・改善を期待したい。

イ Ｓ
江東区成年後見制度の利用促進のため、新たに中核機関を設置するなど改善が進んでいる。今後、利用者の
フォロー、制度の利用状況の把握分析など制度の改善を進めることが望まれる。

イ Ｂ

7月7日の2回目の外部評価委員会での説明によると、社会福祉協議会のボランティア登録制度の枠外で企業
や様々な活動グループに参加する例が増えているとのことだった。委員から、ボランティアの質が変化している
との指摘もあった。現状の変化の把握にとどまらず、一歩進めて、新たな状況に対応し、ボランティア活動をより
活性化させる方法を検討してほしい。区民モニターからも、「オンラインでできるボランティアがあると初めて知っ
た」などの声が出ていた。コロナ禍を経たからこその、工夫できる余地を一層生かしてほしい。

ウ Ａ

近年は、超高齢化社会と経済状況の変化、それらに伴う人々の経済的価値観や公共心の変化が大きく、ボラン
ティア（特に無償または低額報酬のボランティア）を担う人材の確保は、難しくなってきていると感じている。区民
モニターのご意見では、ボランティアを担った経験のある人材も高齢化などの状況変化に伴い、一旦サービス
受給者になるとその他のボランティア活動への参画が難しくなるとの話があった。このような携わる人々の意識
や社会変化を踏まえ、人材育成を通して、人以外の資源（動物・ロボット・AIツール・それらを扱う人も含む）も活
用・育成しつつ、地域全体としての重層的な支援のあり方、それを支える人材育成のあり方を検討してほしい。
同時に、現時点では福祉資源ではない人への意識啓蒙や就労チャレンジ等の就労体験機会の充実、携わり
方の多様化等も将来の人材確保につながる視点として重要と考える。

ウ Ａ

包括化は、多くの政策分野での課題であるが、到達目標にむけた実践は、抱える領域の多様さゆえにコストが
かかり難しいことも多いと思う。それが故、日々詳細な課題に向き合う中でも巨視的で安定的な理念を常に確認
することが重要である。
本方針については、区の現状や課題、それらを横ぐしにするという政策理念はしっかりと現場で共有され、その
上で体制の充実化にむけた取り組みが進んでいると感じた。

ア Ａ

介護人材の確保・育成のために工夫・努力を続けていることに敬意を表したい。それにもかかわらず、区が確
保・育成した介護人材の人数が目標値に遠く及ばない点は、この問題の難しさを示している。最終的にどのよう
な状態をゴールに定めているのか、そのための方法として現在のやり方だけて十分なのかなど、絶えず見直し
ながら、さらなる改善を図っていただきたい。

ア Ａ

地域共生社会の実現に向け、高齢者・障害者・こども・生活困窮者など対象別の縦割りを排するという考え方は
とても大切であり、その考え方に基づいて、多面的な施策をきめ細やかに実施していることを評価したい。ただ、
成果と課題の記載内容がほとんど課題で占められていたことは残念で、成果と課題を明確に整理していただき
たい。

イ Ａ
「対象者別の縦割り」がネックになっているという問題意識のもと、それを超えて地域を包括的に支援する体制
づくりが進んでいる。

外部評価委員会による評価（未定稿）

１　取組方針の評価
①成果向上のための課題把握、取り組み状況は適切であるか

委員 評価 評価の理由
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4

イ Ａ
全体に良好な取組が進められていると思う。社会福祉協議会でのボランティア登録制度など従来からの仕組みにつ
いて絶えず再検討、改善していくことが求められる。

ウ Ａ

取組方針全体を通じて、概ね適切に良好に施策が展開していると感じた。
問題の解消解決には時間がかかり高い専門性が求められことが多い分野だが、社会福祉協議会や関連団体等の
専門的機関と連携し、ケースによっては時間をかけても区民の生活や地域に伴奏していく支援環境を適切に用意
し、体制運営している姿勢がうかがえた。

④施策の総合評価

委員 評価 評価の理由

ア Ａ

地域福祉と生活支援という広範かつそれぞれに深刻さを増す課題に区として真摯に向き合い、きめ細やかな取組を
行っていることに敬意を表したい。一方で、これまでの発想や方法では真の解決につながらないケースも増えてきて
いると思われる。イノベーティブな発想と実践が強く求められていることを意識して、業務や施策のあり方自体を不断
に見直し、発展させていただきたい。

イ Ｂ

委員や区民モニターからの発言、意見でなるほどと思ったのは、▼年齢によって「ボランティア活動をする側」「される
側」が線引きされるのではなく、状況に応じて活動を続けられるようにしてほしい▼介護される側にも理不尽な対応、
セクハラ、暴言など問題がある▼住民同士で助け合い、人材不足が補える仕組みづくりが必要－－など。民間団体
やコンサルなどの企業の協力を得ることも含め、介護、ボランティア活動の柔軟な運用の推進が必要ではないか。

ウ Ａ

地域福祉の包括化について、十分な理念理解のもと、関係機関と協働した実践を行っていると感じた。今後は、福
祉領域外との連携も促進し、地域福祉で扱う課題のより本質的な解決にむけた施策展開に期待したい。
その上では、調整機能を担う部署が重要で、専門性の高い社会福祉協議会や関係機関を活かしつつ、その他領域
や専門家とをつなぐ区の柔軟で積極的な姿勢がますます求められると感じた。

③計画推進の視点（協働・SDGｓ・ICT）を踏まえ、今後の方向性は妥当か

委員 評価 評価の理由

ア Ｂ
高齢者が対象の施策において、ICTの活用は難しい面もあると考えられるが、生活保護受給者の自立支援など、
ICTを活用した新たなアプローチもあり得る。国内外の先進事例などに学びつつ、一層の工夫を行ってほしい。

イ Ａ 地域を包括的に支援していくことを目指し、現場に則したきめ細かな取り組みが進められている。

ウ Ｓ
施策内容の全体像や具体事例などを適切にとらえていると感じた。特に、評価の機会においても十分な事前説明資
料や会議の場における説明を行い、内容に応じて具体的なデータ数字や情報を共有し、わかりやすかった。

２　施策の評価
②区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えた取り組みを展開しているか

委員 評価 評価の理由

ア Ａ 区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えて施策を展開していると評価できる。

ウ Ａ

生活保護受給世帯の就労については、世帯主が稼働年齢層であっても健康状態や介護・育児等、受給者の
生活環境によって状況が様々であると推察される。きめ細やかな自立支援をおこなった上で就労に至ったケー
スは、福祉的な支援の結実として重要であり、就労率は適切な政策指標であると考えられる。
一方で、就労を受け入れる事業者側からの支援も重要と思われ、事業者との連携および区経済課などとの地
域福祉課をこえた庁内連携も必要と考える。

ア Ｂ

他の先進国と比べて高い我が国の貧困率をどう低下させていくかは極めて大きな課題である。一方で、人手不
足も深刻さを増しつつある。これらの観点からも、生活保護受給者の就労を通した自立を促すことは、容易では
ないものの、強化すべき取組である。既に様々な施策を展開しているようだが、他の自治体の先駆けとなるよう
な取組を含めてさらに一層の工夫を期待したい。

イ Ａ
新型コロナの感染拡大が落ち着き、景気が持ち直しているとはいえ、物価上昇、インボイス制度の導入などによ
り、大企業の社員以外の非正規職員や個人事業主は厳しい状況に置かれている。状況を注視し、きめ細かな
支援を続けてほしい。
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≪参考≫　外部評価モニターの評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 無回答 計

※評価にかかる意見は93頁参照 1人 11人 3人 1人 0人 16人

その他

区民モニターから、「それぞれの部課の担当分野がわかりにくいので、体系図か部課の切り分け要件がわかると、話が入ってきやすく
なる」との指摘があり、その通りだと思う。また、確かに、7月7日の外部評価委員会では、質疑に応答した担当者が限られ、「ただいるだ
けの職員が減る仕組み」を求める声もあった。担当部内の打ち合わせや準備が足りなかったということか。「ボランティアが減っている問
題」でも、担当部署では減っているわけではないという構造的変化を把握しており、外部評価対応の担当がシートに機械的に記入した
のではないかと感じる。
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方針

1

2

3

4 オ Ａ

ユニバーサルデザインの意識啓発の取り組みとして、小学校等への出張授業を行うなど若年層には意識が浸
透してきている。課題はその他の層にどうアプローチするかであり、ワークショップの開催、動画の制作、公開な
どを行っている。今後より一層効果的な取り組みを模索し、心のユニバーサルデザインを推進していただきた
い。

カ Ｂ

半数の区民にユニバーサルデザインの理念を理解していただく取り組みには今少し努力が必要と考えられる。
令和６年度に50％を達成することを目標としていることに対して現状は38.4％と12ポイントの乖離がある。。区は
「成果と課題」で若年層以外の世代への意識啓発の必要性を認めており、その方法の早急な具体化と実施が
求められる。やさしいまちづくり施設整備助成の件数も、７件という目標ではやや低く感じられるので、一層の努
力に期待したい。

カ Ａ

江東区都市景観条例に基づく届出制度がよく機能して、良好な都市景観の形成に実質的に貢献していること
が評価できる。緑化、色彩、形態などの各要素について、建築主が区の方針に適合するように努力を求め具体
化することで、実質的な効果が得られている。
今後取り組みをさらに進めるとともに、こうした成果について、テキストだけではなくて、よりわかりやすいビジュア
ルな方法を用いて区民にお知らせすることを検討していただきたい。

エ Ａ

ユニバーサルデザインを理解している区民の割合が4割程度であるが、「バリアフリーを知っていますか？」とい
う問いには「はい」と答える人は多いであろう。「だれでもトイレ」の認知が低ければ問題であるが、身近な例・用
語を介してユニバーサルデザインの理解は進んでいるともいえる（小学校への出前講座を否定するつもりはな
い）。施設整備助成制度活用数が少ないことについては、ユニバーサルデザインの理解度が低いこととリンクす
るのか、あるいは、その他の理由があるのかは検証する必要がある。

エ Ａ

大規模建築物については、それ自体の景観のほか、周囲の景観との整合が必要であることから、都市景観専
門委員会の助言を通じ景観形成を行っている点は評価することができる。また、指標である区民の割合も上
がってきていることは望ましいところである。一方で、美しいまち並みというのは、優れた環境価値であるととも
に、区のブランドでもあることから、その視点に基づき景観保存・形成を展開させていくことも求められるところで
ある。

オ Ａ

景観重点地区を定め、景観計画の届出制度を実施しており、大規模建築物等については、都市景観専門委員
会の指導、助言に基づいた景観への配慮が行われている。歴史的なまちを後世に残していくという素晴らしい
取り組みであると思われ、更に景観形成基準を遵守した建築物等を増やし、景観の形成が進むことを期待した
い。

オ Ａ
まちづくりの主体は地域住民である、という考えのもと、まちづくり活動団体の中でまちの将来像を描き、区と地
域住民が連携した活動がされている。今後も、地域住民の意見を反映したまちづくりとなるよう推進していただく
と同時に、その進捗について住民に情報提供していっていただきたい。

カ Ａ

区内各地区において、区民、事業者との協働のもと、地域で一体となったまちづくりの検討が進んでいることが
評価できる。
今後は、さらに構想や計画の実際の進捗状況とまちの具体的な改善の成果について、より広く区民に対して広
報していくことも検討していただきたい。

カ Ａ

テーマ（行政分野別の課題）、地区、事業主体など、多岐にわたる要素を確実に把握し、まちづくりを効率的に
進捗させていくための体制を整えていることは評価できる。また主な地区計画やまちづくり方針などの地区形成
の目標達成に向けたと事業進捗の状況を把握し、議会に定例的に報告していることも評価できる。
今後、各分野で不足している施設、特に福祉関連の施設の住民ニーズ充足に向けて、新たな「都市づくり推進
委員会」体制のもとで、まちづくり方針作成の機会を生かしていたっだくことを期待する。

エ Ｂ

まちづくり活動団体等の組織数が指標であるが、数字の根拠については定かではない。しかし、指標未達という
ことは、区民の理解を高めるための取り組みが不十分ではないかとの感想を抱かせる。地下鉄8号線の延伸に
伴い、「沿線まちづくり構想」には高い関心が寄せられているはずであり、組織数の伸び悩み解消を目指すので
あれば、行政の働きかけにより、区民のまちづくり意識の向上を図る必要がある。まちづくり計画策定への区民
の参加制度の検討も考えられるであろう。

エ Ａ

都市計画マスタープラン推進のため、会議体制の見直しを図った点は評価することができる。外部有識者によ
る「マスタープラン推進会議」への諮問についても適切な対応といえるであろう。一方、成果管理の指標としての
「地区まちづくり方針」、「エリアまちづくり方針」の策定など、まちづくりの進捗状況の数値化（見える化）につい
ては、不十分なところが見受けられる。具体的な内容を示す進行管理を行い、進行の実績値に基づいた評価を
行うことも検討すべきである。

オ Ａ

マスタープランに基づき、計画的なまちづくりを推進しており、庁内会議体による検討、外部有識者による推進
会議の意見を踏まえ、成果管理、進行管理を行っている。成果管理については、毎年指標の達成度を評価し
改善点を明確にする必要がある。更に、成果管理、進行管理の内容が、区民にわかりやすくHPに公表されるこ
とを期待したい。

外部評価委員会による評価（未定稿）

１　取組方針の評価
①成果向上のための課題把握、取り組み状況は適切であるか

委員 評価 評価の理由
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≪参考≫　外部評価モニターの評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 無回答 計

※評価にかかる意見は95頁参照 0人 8人 1人 1人 0人 10人

その他

オ Ａ

都市計画マスタープランの推進が施策の大きな柱になっており、着実に推進していると思うが、今後より一層区民に
わかりやすくまちづくりの進行状況等を公表していただきたい。
ユニバーサルデザインについては、まだまだ区民に浸透しているとは言い難いが、意識啓発に努め、やさしいまちづ
くりが推進されることを期待したい。

カ Ａ 各施策で個別の課題はありつつも、おおむね着実に成果を挙げていることが確認できたことでＡ評価とする。

④施策の総合評価

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

計画的なまちづくりを行うためには、計画は不可欠である。計画の内容・期間など、様々な観点から検討されなけれ
ばならない。この点、十分な洗出しに基づいて計画策定がなされており、着実に成果を出しつつある状況といえる。
一方、財源を要する長期計画の策定に当たっては、区・区民への影響力も考慮して、パブリックコメントやパブリック
インボルブメント等の制度を積極的に活用するとともに、その他の制度についても検討しておくことが必要である。

オ Ａ

都市計画マスタープランの着実な推進を今後の方向性として掲げており、今後地下鉄8号線周辺のまちづくりが行わ
れていくが、区民・事業者等によるまちづくり活動団体を中心としたまちづくりが予定されている。地域住民の意見を
反映するものとなるよう取り組んでいただきたい。
また、ユニバーサルデザインの啓蒙活動については、世代による浸透度の違いという課題認識があり、効果的な啓
発手法を検討し実施していっていただきたい。

カ Ａ

各地区のマスタープランなどの策定や、その推進にあたっての地域における区民、事業者、行政の連携が進められ
ていることが評価できる。
なお広報にあたっては、視覚的方法や立体的な材料を用いるなど、よりわかりやすい方法を検討していただきたい。
（まちづくりや景観、ユニバーサルデザインの効果検証には不可欠）

③計画推進の視点（協働・SDGｓ・ICT）を踏まえ、今後の方向性は妥当か

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

都市計画マスタープランは行政が主導し、専門家の意見を参考にして策定されるものと解されている。しかし、まち
づくりの主体は区民であり、成果の影響を受けるのも区民であることから、まちづくりでは行政と区民の協働のもとで
取り組みがなされる必要がある。また、住み続けられるまちづくりという点では、行政がイニシャティブを取り積極的に
取り組むことが必要である。情報インフラの整備の推進等も認識がなされており、方向性としては妥当といえるであろ
う。

オ Ａ
区民とともにまちづくりを行い、地域特性をいかし景観にも配慮したまちとなるよう取り組んでいる。今後は更に区内
施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザインについての啓蒙活動を推進し、まちづくりに関する区民への情報公開
についても積極的に行っていただきたい。

カ Ａ

人口や世帯の変化、通勤事情の変化、産業構造の変化について的確にとらえ、将来を見据えたまちづくりを総合的
にかつ着実に進めていくことについてはしっかりとした体制を整えて進めていると考えられる。またそれに基づき生じ
る区民ニーズの変化についてもしっかりととらえながら進めていると評価できる。
加えて、今後はさらに社会の変化に伴い、区全体として必要となる公共の機能を、先行的に各地域の地区計画やま
ちづくり方針に反映させていくことを期待する。

２　施策の評価
②区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えた取り組みを展開しているか

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

都市計画マスタープランについては、知らない区民が多いと思われる。そもそも区民ニーズを反映して策定されてい
るのか、反映されている場合、どこに、どのように反映されているのかといったことが「見える化」されていないのが現
状である。まちづくり関連の施策では、公共用物の設置・利用など、生活環境の量・質に影響を与えるものであること
から、区民ニーズの具体的な確認、区民との協働体制の構築、成果の共有を一連の行為として捉えることが必要で
ある。
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方針

1

2

3

カ Ａ

代表指標でもある「区内の移動環境に対する区民の満足度」は令和元年度から着実には伸びてはいるが、目
標値の66％までにはまだ４ポイントの差がある。地下鉄8号線のような幹線輸送網への取り組みに加え、都バス
やコミュニティバスのような、身近な輸送網の維持発展についてもさらに強力に進めていくことも求められる。車
両、人員の確保に加え、バスベイやバスレーンの整備などについてもさらなる取り組みが必要である。

エ Ａ

移動環境に対する区民の満足度は、居住地域や移動手段によって差異が生ずる指標である。区内では都バス
の路線が多いが、路線のない地域向けにコミュニティバスを運行させ、利便性を図っている。今後、地下鉄8号
線が延伸され、新駅の開業によって新たな交通網の整備が検討されることになるが、その際には既得権（益）を
無用に尊重することなく、費用対効果などを再度検証することが必要である。なお、利便性に関しては、「量」に
よる充実に固執せず、「質」的充実を含めた取り組みの実現が期待される。

オ Ａ
地下鉄8号線については、4年度から東京メトロに対し補助を実施しており、総額94億円を補助することが決まっ
ている。いよいよ事業化の目途がたち、今後も事業が円滑に進むよう取り組んでいただきたい。
新たな交通手段の導入については、費用対効果も検討し区民のニーズに合ったものとなることを期待したい。

オ Ｂ

区内で発生した自転車交通事故件数が急増しており、他区と比べても前年からの増加率が高くなっている。整
備不良による単独事故が増えているという説明があったが、自転車利用環境推進方針では、運転操作誤りや
安全不確認などが増えているとの指摘があり、高齢者の傾向も含めより詳細な原因究明が必要ではないか。ス
マホやイヤホン、傘などの使用の有無、自転車通行空間との関係など、分析を基にした対策が必要と思われ
る。

カ Ｂ

自転車関連の交通事故、高齢者が関与する事故は、数多くの取り組みをしているにも関わらず、増加している。
区はまた、「江東区自転車利用環境推進方針」において、自転車と歩行者の歩道上や路上での交錯による事
故、交差点付近や横断中の事故が多いと分析している。こうした点に着目するとともに、成人をターゲットにして
交通規則を周知徹底する方法を早急に検討・実施していくべきである。

カ Ａ

既設道路の無電柱化は、工事スペースの確保、交通の維持、騒音の抑制、費用の抑制などの課題があるため
困難な場合が多いが、そうしたなかで目標の達成に向けて着実に事業を進めている点は評価できる。
一方、「無電柱化推進計画」において「優先整備路線」と位置付けられながら事業時期の見通しがたっていない
路線が３路線ある。こうした路線については早期に事業化を図るべきである。
また、橋梁の維持修繕・長寿命化については、計画に基づき着実に事業を進め成果を挙げつつあると評価で
きる。

エ Ｂ

自転車による交通事故件数が伸びていることの背景に届出数の増加があるが、この数値は潜在的にあったもの
と解すべきであろう。よって、これまでの自転車利用環境（安全対策も含めて）についての取り組みが十分に機
能していないと考えることができる。今後も自転車の利用者が減少することはなく、増加の対策として、駐輪場の
整備・増設、交通法規等の周知・徹底とその遵守を図るようにすべきであろう。臨海部のまちづくりでは、自転車
専用レーンの充実も視野に入れるべきである。

エ Ａ

安全で快適な道路整備に対して、必要な取り組みが講じられている。無電柱化道路の延長については、景観
対策、防災対策の視点から積極的に推進していくことが求められる。老朽橋梁修繕化計画では、交通ネット
ワークに及ぼす影響が大きくなる可能性を有していること、復旧・新設に多くの時間を要することから、対象の設
定、ロードマップの策定、中長期的な予算措置などのシミュレーションしておくことが不可欠といえる。同時に、
職員の専門能力の養成・向上も視野に入れておくことが重要である。

オ Ａ
橋梁の長寿命化、道路の無電柱化等に取り組んでおり、それぞれ計画に基づいて推進している。江東区は他
区に比べ橋梁が多く、橋梁の維持管理に予算が必要であり、計画的修繕が欠かせない。無電柱化も橋梁の維
持管理も災害の観点から非常に重要と思われ、新たな技術も投入しつつ着実に進めていただきたい。

外部評価委員会による評価（未定稿）

１　取組方針の評価
①成果向上のための課題把握、取り組み状況は適切であるか

委員 評価 評価の理由
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≪参考≫　外部評価モニターの評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 無回答 計

※評価にかかる意見は96頁参照 0人 7人 2人 1人 0人 10人

その他

オ Ａ
道路、橋梁等の維持管理、無電柱化が計画的に進められており、今後も着実に取り組みを行っていただきたい。自
転車の交通事故件数が増加しており、事故の傾向を分析し効果的な対策、交通安全教育が行われる必要があると
思われる。

カ Ａ

基幹的な公共交通ネットワークの整備、都道と一体となった区道の整備、無電柱化や道路橋梁の維持補修など、イ
ンフラの整備と維持管理については着実に行うとともに、新技術の導入なども積極的に進めている点が総合的に評
価できる。
また自転車利用についても促進しているところが評価できる。
個別の課題については、それぞれ解決に向けて積極的に取り組んでいただきたい。

④施策の総合評価

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

地下鉄8号線の延伸により、南北交通問題には一定の兆しが見えてきている。新たな地下鉄路線を基盤に、交通
ネットワークの再考が求められることになる。その際、利便性の向上だけに目を向けるのではなく、公共性（安全性）
の観点から施策を総合的に見直すことが不可欠である。各取り組みについては、継続的な推進が必要となるものや
拡大すべきもの縮小すべきもの、といった精査・分類を実行し、社会状況に応じつつ、優先性を意識したうえで柔軟
な対応（変更）を考えることが必要である。

オ Ａ

全ての人にとって利便性・安全性・快適性の視点が取り入れられた交通環境の整備という方向性を実現するため、
最先端の技術、手法を研究し取り入れつつ、今後も地道に取り組んでいただきたい。
交通安全意識の普及啓発については、SNSによる情報提供や特に若年層に向けてはアプリで学ぶなどの工夫も今
後必要となっていくるのではないか。

カ Ａ

インフラ整備や維持補修について、例えば「橋梁長寿命化修繕計画」で新技術活用を図る方針を掲げるとともに、
「道路舗装修繕計画」策定においてドライブレコーダーの運行データを活用するなどの工夫を行っている。また人材
育成のためにドローンを活用した被災状況調査の訓練を実施している。
また自転車利用についてはシェアサイクルを２３区のなかでも最も早い段階から推進しており、豊洲地区における官
民連携のエリアマネジメントの取り組みなどに結び付けている。

③計画推進の視点（協働・SDGｓ・ICT）を踏まえ、今後の方向性は妥当か

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

便利で安全な道路・交通ネットワークの整備では、すべての過程おいて産・官・学の協働が必要である。バス路線や
地下鉄網においても、東京都や東京メトロとの連携が前提であり、示された方向性については妥当であるといえるで
あろう。SDGｓの観点からは、安全性・利便性・持続性を意識した取り組みを行い、必要性・実現可能性の高いものか
ら順次実現させ、区内外にアピールすることも考えるべきであろう。また、取り組みにおいては、ドローンやDXといっ
たICTの積極的導入も検討しなければならない。

オ Ａ

道路環境の整備は災害時のことも含め区民にとって非常に重要であり、道路、橋梁等の維持管理、無電柱化が計
画的になされている。道路交通網の充実は、区民の利便性を高めるものであり、地下鉄8号線の延伸が南北交通の
改善につながると思われる。自転車事故が増加傾向にあり、電動キックボードを含めた交通ルール、マナーの遵守
など、社会的変化に対応した対策が求められていると思われ、より一層啓発活動に力を入れていただきたい。

カ Ａ

地下鉄８号線をはじめとして、区内各地区の変化や、区外との人や物の流れを把握して、新たなまちづくりと一体と
なって、基幹的な交通ネットワークの整備に取り組み、成果を挙げている。
一方で、これからの高齢化などを見据えた、バス路線維持や、新たな交通手段の交通の導入検討なども求められ
る。

２　施策の評価
②区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えた取り組みを展開しているか

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

区（行政）による必要性の認識と区民ニーズが高い領域に関しては、的確な取り組みが展開されていると考えられ
る。課題は、多種多様な区民ニーズの洗出しと優先順位、実現可能性の検討といえるであろう。また、社会状況の変
化との関連では、高齢者人口の増加、自転車利用者の増加といった、今後も継続する課題に対し、短期（即効）的
な取り組みと長期（将来）的視点からの取り組みについて総合的に対処できるような組織、横断的な組織づくりを検
討していくことも必要である。
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方針

1

2

ア Ａ
開かれた区政と区民の参画という点では順調に推移していると評価できるが、「協働」が具体的に何を意味するの
か、実現１に施策目標をSDGsとどう結びつけるか、急速に発達するデジタル技術をこの分野にどう活用するかといっ
た点について、引き続き検討を重ね、より良い方向に向けて取組をさらに高度化させていただきたい。

イ Ａ
区民、NPO、大学、事業者、地域の多様なグループを含むあらゆる形での協働を進めようとしている姿勢を評価した
い。

ウ Ａ

提案事業については、区民のニーズや活動を支えるNPOや各関係団体と連携し、江東区独自の有効な事業となる
ことを期待する。他自治体にも好事例は多く、かなりの数があるが、地域社会の資源はそれぞれ異なるので、連携す
る区民や団体とともに十分な協議検討を重ねることが重要と思う。また、先進事例の現地見学等も有効で、先進事例
見学会も頻繁に行われており、他自治体との比較を通して、改めて江東区のまちの良さや事業の独自性も見えてく
ると思われる。

ウ Ａ

区制の透明性確保のため、精力的にオープンデータの活用に向けた庁内の環境整備が進んでいると感じた。時間
はかかる作業と思われるが、区民の財産となるデータベースになることから、丁寧に作業を続けてほしいと感じた。広
聴活動の重要性の認識も的確で、今後ますます区民の声を聴くことの大切さを踏まえ、事業が展開されていると感じ
た。

③計画推進の視点（協働・SDGｓ・ICT）を踏まえ、今後の方向性は妥当か

委員 評価 評価の理由

ア Ａ
区民ニーズと社会状況の変化を的確に捉えようとする姿勢は十分に感じられるが、それをどう施策の内容や方法に
活かすかについては、今後一層の工夫と努力が必要と思われる。

イ Ａ
歴史公文書の公開に向けて難しい課題を把握し、準備を進めていることや、個人情報の保護をめぐっては委託に関
する管理対応状況の把握など地味な努力が重ねられている。

２　施策の評価
②区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えた取り組みを展開しているか

委員 評価 評価の理由

イ Ｓ
2010年度にスタートした協働事業提案制度は、その後通常事業化されたものが17あり、2019年度に採用された
パブリックアートもいまは文化、観光、街歩き事業に生かされるなど発展している。ハードルを下げて予算規模
が小さく提案しやすいものを取り入れようとするなど取り組みの継続に工夫がみられる。

ウ Ａ
区民協働を推進する環境について、これまでの事業経緯を踏まえ、整備が進んでいると感じた。提案事業制度
についても、区の地域の現状を捉え、今できることを検討しつつ新しい枠組みを用意しており、今後の成果に期
待する。

ウ Ａ
区政運営の透明性向上のため、オープンデータの拡充にむけて事業が進んでいると感じた。地域の現場を訪
れる広聴活動が今後ますます重要と思われることから、広聴活動の一層の拡充に期待する。

ア Ａ
本委員会における外部評価モニター制度も含めて、区民参画と協働のための様々な取組が展開されているこ
とを評価したい。また、中間支援組織の設置は意義のある取組であり、これをどう発展させていくか今後に期待
したい。

ア Ａ

「開かれた区政運営による透明性の向上」という取組方針は区役所内に浸透し、この方針に則った様々な施策
が展開されていることを評価したい。一方で、努力を重ねても、その姿勢や区政に関する情報が区民に広く伝
わらないという難しさは容易に解消しないと思われるが、区役所内にその意識や姿勢がさらに徹底されること、
急速に進歩するデジタル技術を最大限に生かした情報発信や双方向の対話に向けて不断の改善を重ねること
が大切であり、更なる工夫と努力を期待したい。

イ Ａ
ホームページへのアクセス数、区長への手紙取り扱い件数とも順調に増加し、区民参加を行っている審議会、
協議会がコンスタントに20％以上あるなど、開かれた区政、透明性の向上が実現しつつあることを評価したい。

外部評価委員会による評価（未定稿）

１　取組方針の評価
①成果向上のための課題把握、取り組み状況は適切であるか

委員 評価 評価の理由
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≪参考≫　外部評価モニターの評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 無回答 計

※評価にかかる意見は97頁参照 4人 7人 0人 0人 0人 11人

その他

イ Ａ
今年度スタートした中間支援組織がうまく機能するかが鍵となる。多様な主体との協働を目指している方向性はすば
らしい。それをどう実行につなげていけるか、注目したい。

ウ Ａ

全体を通して、施策はおおむね適切に展開されていると感じた。区民ニーズの多い情報公開については、広報広聴
ともに従前からかわらず区政の基盤となる重要な業務だと考える。提案事業については、地域社会でのネットワーク
づくりが進み、その中で試行錯誤され、今後ますますよい施策となると感じられた。さらなる事業展開と成果に期待す
る。

④施策の総合評価

委員 評価 評価の理由

Ａ
「開かれた区政と区民の参画・協働」を重視するという区の姿勢とその考え方に基づいて様々な施策が展開されてい
ることを評価したい。課題については上記③で記載した通り、「協働」の意味を改めて明らかにすること、SDGsとどう
結びつけるか、デジタル技術をどう活用するかといった点について、今後の取組に期待したい。

ア
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方針

1

2

3

4 オ Ａ
これまでコロナ禍で地方とのつながりが難しい面があったと思うが、今後は新たな交流、取り組みが行われ、全
国連携プロジェクトにおいても地域課題解決に向けた自治体連携を模索していっていただきたい。

カ Ａ
特別区長会としての取り組み、とくに全国連携プロジェクトはとても重要である。江東区は伝統的に、大規模災
害に際して被災地の支援を積極的に担ってきた伝統があり、そうしたなかで培ってこられた信頼関係を活かし
て、首都東京の基礎自治体としての特別区の活動や存在意義に関してさらに伝えていただきたいと思う。

カ Ｂ
他の委員から指摘があったが、新公会計制度の活用は大変重要である。とりわけバランスシートに記載される
資産と負債のデータによって、現在のインフラや普通財産の規模、将来に向けた負債の規模などが明確にな
る。単年度主義から脱却し、立体的に財務の情報を明らかにすることに邁進していただきたい。

エ Ａ

新型コロナ禍のなかで減少した交流・連携自治体数の改善を図り、区としての課題解決の参考にするといった
認識は適切なものであり、早期の回復が望まれる。また、都区との関係においては、平成２３年度を最後に開催
されていない「都区のあり方検討委員会」の再開について働きかけることが必要である。都区間の行政役割や
権限・財源の移譲を通じて、将来的に区が抱える課題をどのように解決していくのかといった観点からも継続的
な検討が求められる。

エ Ｂ

納税者である区民に対し、具体的な財政計画を作成・公表することは、区としての重要な義務と考えられる。社
会状況などが大きく変わることが予測される場合には、スピード感を持って大胆に見直しを行うことが必要とな
る。新公会計制度の活用に関しては、固定資産台帳情報の公開が遅れている点が問題視される。公開済みの
区が多いなかで、行政の対応の遅れは好印象を与えない。公開までのタイムテーブルを意識し、速やかに作業
を進めることが求められる。

オ Ｃ

財政運営の透明性の確保を取組方針としている中で、成果と課題には「予算・決算や新公会計制度を活用した
区民にわかりやすい財政情報を発信」することについて、なんら書かれておらず、どのような課題を持ち今後ど
のような発信を行っていくのか明確にしていただきたい。固定資産台帳は未公表であり、他区に比べて公表が
遅れており、公表予定も決まっていない。情報開示は非常に重要な事項であり、後回しにすることなく実行に移
していただきたい。

オ Ａ

ここ10年ほどで、基金は倍以上の1,600億円となっており、現状、持続可能で安定的な財政運営がなされている
と言える。今後は、施設の整備、建替え、改修など基金の利用により減少が見込まれており、今後も基金の積立
に努めるとのことであった。財政調整基金は、その年度の実質収支の中からどの程度を積立てるか、当該基金
残高も勘案し決定することになると思うが、人口減少、高齢化社会に向けて、適切な財政運営をお願いしたい。

カ Ａ

全般的に、各種の財政指標は順調に推移しているので、多くの努力の結果、健全財政の運営を確保していると
認められる。多岐にわたる公共施設の長寿命化やコストの平準化の取り組みは極めて重要であり、これについ
ては計画に基づき着実に進めており、今後も継続していただきたい。また、「施策10　魅力的で活力ある区内産
業・商店街の形成」のレビューの際に申し上げたことと関連するが、一般論として、多岐にわたる補助金につい
ては一定年限を過ぎるごとにレビューが必要である。

カ Ａ

特別区民税の収納率は高く、現年度滞納も低いレベルに抑えられているとともに、支払い方法の多様化も図る
など納税者の利便性にも配慮している。また新たな取り組みとしてのクラウドファンディングを財政担当と事業担
当が議論するなかで実現に結び付けるなどの努力も行っている。公有地活用としての定期借地権設定につい
ては事例があるが、より拡大が望まれる。また使用料・手数料の改定については適切に行っていく必要があると
考える。

エ Ａ

持続可能で安定的な財政運営を行うために、財政調整基金の積立てを計画的に実施している。将来的な対応
として、地下鉄８号線整備基金の着実な積立てを計画するほか、庁舎建替え基金の創設や既存基金の統廃合
についての検討を行っている。今後の公共施設の老朽化に対しては、技術職員の増員、リカレント教育、ドロー
ンなどの新技術の投入、民間企業との協働などを視野に入れ、計画的な対策を講じることが求められるため、
優先度を高める必要が考えられる。

エ Ａ

特別区民税の収納では、スマートフォン決済アプリによる納付方法を導入し、高水準を継続している。国民健康
保険料では、滞納整理の業務委託、介護保険料では電子マネー決済、クレジット払いなどの収納機会の拡大
や納付勧奨の早期着手、後期高齢者医療制度保険料では、講座振替の推奨により収納率の維持を図ってい
る。新型コロナ禍において収入が減少した世帯には、保険料の減額・免除を行っている。歳入確保策としてクラ
ウドファンディングを実施し、今後も検討することにしている。

オ Ａ

クラウドファンディングを行うなど歳入確保策を実施していることについて、まだまだふるさと納税による減収を補
うまでには至らないが、試みについて評価したい。
使用料については、まず維持管理コストを正確に算定することが必要であり、新公会計制度と結び付け施設ご
との収支の公表を可能にして、受益者負担の適正化に基づく使用料の値上げについて区民の理解を得ていく
ことが望ましい。

外部評価委員会による評価（未定稿）

１　取組方針の評価
①成果向上のための課題把握、取り組み状況は適切であるか

委員 評価 評価の理由
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≪参考≫　外部評価モニターの評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ 無回答 計

※評価にかかる意見は99頁参照 1人 12人 4人 0人 0人 17人

その他

・外部モニターからの指摘があったが、他の施策については「目標値」があり、それに対する「達成率」がある程度わかるようになってい
る一方、この「施策の実現に向けて」ではそれがわからない。この点は昨年、他の外部評価委員からも指摘があったことである。目標値
を設定しづらい点も理解するが、客観的な評価のためには、工夫が必要であると私も思う。「成果と課題」で記載されているものもあるよ
うに、必ずしも定量的にではなくて良いので、「成果と課題」の記載内容を、定性的にテキストで「達成できたこと」「残されている課題」と
して分解して表現するのも一考である。

オ Ｂ

自主・自律的な区政運営全体としては、施策は概ね良好であると考えるが、財政情報の発信という面をもっと重要視
していただきたい思いもあり、やや不十分とした。情報開示は、実施しなくても区政が滞ることはないため、優先度の
低いものとなりがちであるが、非常に重要な事項であることを認識していただき、統一的な基準による財務書類・固定
資産台帳情報を使用料等の決算分析に活用し、固定資産台帳を公表するという最終目標までのタイムスケジュール
を定め、着実に実行していただきたい。

カ Ａ

総合的には、これまで進めてこられた各種の取り組みが区民サービスの基盤となる財政運営の安定化に果たしたこ
とについては、高く評価できる。将来を見据えて、常に新たな認識を持ちながら、区民サービスの向上のために、組
織や職員の強化を、さまざまな視点に立って積極的に進めていかれることを希望する。財政運営も最終的には人材
に帰着する。クラウドファンディング、DX、複式簿記の導入など、これから不可欠となる取り組みやそれを担えるスキ
ルの養成により積極的に取り組んでいただきたい。

④施策の総合評価

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

自主・自律的な区政運営において、最重要課題は財源だと思われる。現状、喫緊の課題はないように見えるが、新
型コロナ禍や急激な物価高騰のように、取り巻く環境が急変することはありうるところである。区の将来的推計に基づ
き諸計画を実現するためには、有効な取り組みの拡充と非効率・非採算的、不公平感のある取り組みの見直しを恒
常的に行うことが必要である。また、公共施設の老朽化問題などは回避できない問題であり、具体的なロードマップ
に基づき計画的な対応が急がれる。

オ Ｂ
更なる歳入の確保や行財政改革の一層の推進を図る、という方向性は妥当と考えるが、予算・決算や新公会計制度
を活用した区民に分かりやすい財政情報の発信に関しても何らかの方向性を示していただきたい。区としては、それ
ほど重要視していない部分かもしれないが、区としての情報開示のあり方も含め検討をお願いしたい。

カ Ａ

安定的な財政運営の柱ともなるインフラの長寿命化やコストの平準化の取り組みについては、専門的な人材の確保
と養成が不可欠であり、それについては努力が継続されているということで一定の安心が得られたが、さらに今後の
社会全体での人出不足への対応が迫られていることを考えれば、技術部門でのDXの活用は不可欠である。橋梁に
ついては橋梁点検車の使用を行っているようであるが、現在ではさらに例えば目視が困難な箇所でのドローンの活
用や、重機のICTによる遠隔操作などは既に広く実用されている。そうした動きに対応できる技術者の養成が必要で
ある。

③計画推進の視点（協働・SDGｓ・ICT）を踏まえ、今後の方向性は妥当か

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

従来の行政と民間の棲分けといった認識から、行政目的実現のための協働やＰＦＩなどが意識されるようになってき
ている。収納に関しては、スマートフォン決済、その他のキャッシュレス決済、口座振替などの収納方法が導入され、
ＩＣＴなどの利用が積極的に推進されており、今後の拡充についても検討がなされている。起債については慎重な対
応が求められるものの、SDGｓ債やＥＳＧ債などを予定する自治体もあることから、検討課題とする余地が残されてい
るものと考える。

オ Ａ
区民は、少子高齢化社会に向けて安定的な区政運営望んでいると思われ、ふるさと納税による減収に対応するため
の歳入確保策を実施し、更なる歳入確保策を検討している。また、基金の積立も現状では順調と思われ、今後も計
画的な運用が望まれる。

カ Ａ

財政運営に関しては、社会経済状況の変化に目配りをしながらしっかりと財源を確保している。またクラウドファン
ディングや広告事業の活用など、新たな財源の獲得にも努力をしている。一方、これは一般論であるが、限られた財
源を効果的に活用していくためには、ニーズの低下した補助などについては見直しが求められる。限られた時間内
で行う外部評価では細部にわたる事業評価には手が届かない面があり、区としての積極的な作業に期待する。

２　施策の評価
②区民ニーズ・社会状況の変化を的確に捉えた取り組みを展開しているか

委員 評価 評価の理由

エ Ａ

区民は、持続可能な自治体運営を当然視しているところがある。、新型コロナ禍でも、行政の適切な状況把握と対応
が行われると信じて対応を委ねてきた。区には、これまでの経験を踏まえつつ区民ニーズをキャッチ・アップするこ
と、社会状況の変化に的確に対応することが求められる。また、昨今の急激な経済状況の変化（物価の高騰）などに
対して、短期的・対処的対策のほか、長期的・構造的対応についての検討を継続することも必要である。
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